
  

一 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
政
府
は
、
老
朽
化
等
に
よ
り
保
安
上
危
険
又
は
衛
生
上
有
害
な
状
況
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
に
関
し
、
建
物
の

区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
替
え
決
議
の
要
件
を
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各
過
半

数
に
緩
和
す
る
こ
と
、
そ
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
を
緩
和
す
る
こ
と
そ
の
他
の
そ
の

建
替
え
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。 
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マ
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建
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律
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一
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改
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す
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案
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政
府
は
、
老
朽
化
等
に
よ
り
保
安
上
危
険
又
は
衛
生
上
有
害
な
状
況
に

あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
に
関
し
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
替

え
決
議
の
要
件
を
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各
過
半
数
に
緩
和
す
る
こ
と
、

そ
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
を
緩
和
す

る
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
建
替
え
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過

し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 
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政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の

施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 


